
神奈川県監査委員公表第 20 号

監査の結果により講じた措置について

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 199 条第 12 項の規定に基づき、神奈川県教育委

員会委員長から監査の結果により措置を講じた旨の通知があったので、その内容を公表する。

平成23年12月９日

神奈川県監査委員 真 島 審 一

同 髙 岡 香

同 長 峯 徳 積

同 堀 江 則 之

同 飯 田 誠

１ 監査実施箇所名

教育局企画調整部

２ 監査実施日

平成 22 年８月４日（平成 22 年６月３日、４日及び７日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

１ 支出事務において、職員等への旅費 １ 指導事項の支出事務については、業務

支給に当たり、３月を超えて遅れて の理解及び進行管理が不十分であったこ

いるものがあった。（企画調整課） とによるものである。

２ 支出事務において、会場使用料の 今後は、このようなことがないよう、

支払に当たり、立替払により処理し 事業担当と庶務担当による相互の進行管

ているものがあった。（行政課） 理を徹底することにより、適正な事務執

３ 契約事務において、賃貸借期間満 行に務めることとした。

了をもって購入した神奈川県教育委 ２ 支出事務については、神奈川県財務規

員会ネットワークシステム認証鍵（ア 則等関係法令の理解が不十分であったこ

イキー）に係る納品検査時期が不適 とによるものである。

切であった。（広報情報課） 今後は、このようなことがないよう、

４ 次のとおり誤りがあり、事務処理 関係法令の理解の向上を図り、課内の確

が著しく不適切であった。（教育財 認体制を強化することにより、適正な事

務課） 務執行に努めることとした。

(1) 予算の執行において、物品の購 ３ 契約事務については、納品検査の進行

入に係る支出負担行為を納品後に 管理が不十分であったことによるもので

行っているものがあった。 ある。

(2) 収入事務において、前回の監査 今後は、このようなことがないよう、

で類似の指摘がなされていたにも 複数職員による確認を徹底するとともに、

かかわらず、教育財産の目的外使 処理期限の周知徹底を図り、適正な事務

用許可に係る光熱水費の立替収入 執行に努めることとした。

１件、８円を過大に徴収していた。 ４ 指導事項については、次のとおり措置

(3) 支出事務において、次のとおり した。

誤りがあった。 (1) 予算の執行については、神奈川県財

ア 物品購入代金の支払に当たり、 務規則の理解が不十分であったこと及

神奈川県財務規則に規定された び適正な会計事務処理についての認識



納品書が添付されていないもの が徹底されていなかったことによるも

があった。 のである。

イ 文化遺産課の事業に係る執行 今後は、このようなことがないよう、

に当たり、請求書の受理後に日 神奈川県財務規則及び適正な会計事務

付の記載を行っていた。 に対する理解の向上を図るとともに、

ウ 生涯学習課で購入した定期刊 確認体制を強化することにより、適正

行物購入代（10 ～ 12 月分）の な事務執行に努めることとした。

執行に当たり、政府契約の支払 (2) 収入事務については、確認体制が不

遅延防止等に関する法律に定め 十分であったため、電気の使用期間の

られた対価の支払の時期を超え 誤りを発見できなかったことによるも

て支払っていた。 のであり、過大に徴収した８円につい

(4) 契約事務において、相模向陽館 ては、対象団体と調整し、平成 22 年７

高等学校の設置(平成 21 年 11 月１ 月 20 日に手続を行った。

日)に伴う高校教育課座間分室（旧 今後は、このようなことがないよう、

ひばりが丘高校）に係る、機械警 事業課及び経理担当課による確認を徹

備委託契約ほか２件の権利義務譲 底することにより、適正な事務執行に

渡契約の締結に当たり、権利義務 努めることとした。

の譲渡をした後に契約を締結して (3) 支出事務については、次のとおり措

いた。 置した。

５ 予算の執行において、県立高校再 ア 物品購入代金の支払については、

編施設整備工事に付属する移設工事 神奈川県財務規則の理解が不十分で

の執行に当たり、再配当前に工事を あったことによるものである。

施工させるなど、本課として不適切 今後は、このようなことがないよ

な指示を行っていた。（まなびや計 う、神奈川県財務規則の理解の向上

画推進課） を図ることにより、適正な事務執行

６ 物品管理事務において、備品出納 に努めることとした。

簿に記載された備品の所在が確認で イ 文化遺産課の事業に係る執行につ

きないものがあった。 いては、請求書等の適正な取扱いに

関する認識が不足していたことによ

るものである。

今後は、このようなことがないよ

う、財務関係規程等の理解の向上を

図るとともに、請求書等の取扱いに

は十分な注意を払い、適正な事務執

行に努めることとした。

ウ 生涯学習課で購入した定期刊行物

購入代については、進行管理及び財

務関係法令の理解が不十分であった

ことによるものである。

今後は、このようなことがないよ

う、複数の職員による確認を一層強

化するとともに財務関係法令の理解

の向上を図ることにより、適正な事

務執行に努めることとした。

(4) 契約事務については、進行管理が不

十分であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよ

う、複数の職員による進行管理及び

確認を徹底し、適正な事務執行に努

めることとした。

５ 予算の執行については、神奈川県財務

規則の理解及び指示事項に関する確認体

制が不十分であったことによるものであ



る。

今後は、このようなことがないよう、

神奈川県財務規則の理解の向上を図ると

ともに、各所属へ適切な指示を行えるよ

う確認体制を強化することで、適正な事

務執行に努めることとした。

６ 物品管理事務については、改めて所在

の確認を行い、現存しないことが確認さ

れた一部の物品について、平成 23 年１月

13 日付け会指第 76 号に基づき返納及び

払出し手続を行った。

今後は、このようなことがないよう、

神奈川県財務規則の遵守を徹底し、備品

管理体制を強化するとともに、新たに制

定された備品管理事務の手引等に基づき

適切な備品管理を行っていくことにより、

適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

教育局支援教育部

２ 監査実施日

平成 22 年８月４日（平成 22 年６月 14 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

物品管理事務において、備品出納簿 指導事項については、改めて所在の確認

に記載された備品の所在が確認できな を行い組織再編による管理換の際に備品出

いものがあった。 納簿への記載漏れ･誤りがあったことが確認

されたため、平成 23 年１月 13 日付け会指

第 76 号に基づき返納及び払出し手続を行っ

た。

今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の遵守を徹底し、備品管理

体制を強化するとともに、新たに制定され

た備品管理事務の手引等に基づき適切な備

品管理を行っていくことにより、適正な事

務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

教育局生涯学習部

２ 監査実施日

平成 22 年８月４日（平成 22 年６月８日及び９日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表



平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

１ 収入事務において、普通財産の貸 １ 指導事項の収入事務については、進行

付料収入の債権管理に当たり、納付 管理が不十分であったことによるもので

期限までに納付しない者に対し、納 ある。

付期限後 20 日以内に督促状を発行し 今後は、このようなことがないよう、

ていないものがあった。（生涯学習 複数の職員による進行管理を一層徹底し、

課） 適正な事務執行に努めることとした。

２ 補助金交付事務において、指定文 ２ 補助金交付事務については、職員の関

化財保存修理等補助金の交付に当た 係法規等に対する理解が不十分であった

り、補助事業の内容が変更されたに ことによるものである。

もかかわらず、変更交付決定を行っ 今後は、関係法規等に基づく適正な事

ていなかった。（文化遺産課） 務処理がなされるよう、執行に係るチェ

３ 収入事務において、次のとおり誤 ック体制の強化を図ることとした。

りがあり、事務処理が著しく不適切 ３ 指導事項の収入事務については、次の

であった。（スポーツ課） とおり措置した。

(1) 光熱水費立替収入の徴収に当た (1) 光熱水費立替収入の徴収については、

り、納付期限までに納付しない者 財務関係法令の理解が不十分であった

に対し、納付期限後 20 日以内に督 ことによるものである。

促状を発行していないものがあっ 今後は、このようなことがないよう、

た。 関係法令の周知徹底を図るとともに、

(2) 前回の監査で類似の指摘がなさ 複数の職員による確認体制を強化する

れていたにもかかわらず、教育財 ことにより、適正な事務執行に努める

産の目的外使用許可に係る光熱水 こととした。

費の立替収入１件、８円を過大に (2) 立替収入の過大徴収については、前

徴収していた。 回の監査で類似の指摘がなされていた

にもかかわらず、確認体制が不十分で

あったため、電気の使用期間の誤りを

発見できなかったことによるものであ

り、過大に徴収した８円については、

対象団体と交渉し、平成 22 年７月 20
日に手続を行った。

今後は、このようなことがないよう、

事業課及び経理担当課による確認を徹

底することにより、適正な事務執行に

努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県足柄下教育事務所

２ 監査実施日

平成 22 年９月 17 日（平成 22 年９月６日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容



（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。

１ 予算の執行において、年度当初に １ 予算の執行については、平成 21 年２月

追録代を年間の概算額で支出負担行 16 日付け会計局指導課長通知の認識が不

為をしていなかった。 十分であったことによるものである。

２ 物品管理事務において、備品出納 今後は、このようなことがないよう、

簿に記載された備品に所在の確認が 関係通知の周知徹底を図るとともに、複

できないものがあった。 数職員による確認を徹底し、適正な事務

執行に努めることとした。

２ 物品管理事務については、備品の管理

が適切に行われなかったことによるもの

であり、備品出納簿の整理を行った。

今後は、このようなことがないよう、

神奈川県財務規則の遵守や複数の職員に

よる確認を徹底するとともに、適切な管

理を行っていくことにより、適正な事務

執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県横浜給与事務所

２ 監査実施日

平成 22 年９月 10 日（平成 22 年８月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

収入事務において、給料・手当等の 指導事項については、神奈川県財務規則

返納に当たり、神奈川県財務規則に定 に規定する所要の収入事務に関して、その

める督促状を発行していないものが２ 進行管理が不十分であったことによるもの

件あった。また、督促状の発行に当た である。

り、神奈川県財務規則に定められた日 今後は、このようなことがないよう、所

を超えて、指定期限を定めているもの 属において神奈川県財務規則の理解の向上

が２件あった。 を図るとともに、複数の職員による執行状

況の随時確認など進行管理を徹底すること

により、収入事務の適正執行に努めること

とした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立金井高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 29 日（平成 22 年５月 19 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表



平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

財産管理事務において、管理に誤り 指導事項については、教育財産の管理が

があり、教育財産目的外使用に係る許 不適切であったため、使用許可の対象物の

可内容を誤っていた。また、当該使用 状況を十分に把握していなかったことによ

料の調定についても誤りがあった。 るものであり、変更許可の上、過大納入分

については平成 23 年２月 25 日還付した。

今後は、このようなことがないよう、複

数の職員による確認を徹底し、適正な事務

執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立百合丘高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月５日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、事務用消耗品の 指導事項については、平成 22 年２月２日

購入に当たり、会計局長通知（平成 22 付け会指第 82 号会計局長通知の理解が不十

年２月２日付け会指第 82 号）に反し、 分であったことによるものである。

３月に契約を締結しているものがあっ 今後は、このようなことがないよう、会

た。 計事務等適正化に関する通知の周知を徹底

することにより、適正な事務の執行を図る

こととした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立生田東高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月 22 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。



１ 予算の執行において、物品の購入 １ 予算の執行のうち、平成 20 年度に納品

及び工事の執行に当たり、次のとお された物品の代金を平成 21 年度の予算で

り誤りがあった。 支払っていたことについては、財務関係

(1) 平成 20 年度に納品された物品の 法令の理解が不十分であったこと及び適

代金を平成 21 年度の予算で支払っ 正な会計事務処理についての認識が不足

ているものがあった。 していたことによるものである。

(2) 履行確認後に支出負担行為を行 今後は、このようなことがないよう、

っているものがあった。 財務関係法令及び適正な会計事務処理に

２ 収入事務において、教育財産の目 対する理解の向上を図り、適正な事務執

的外使用許可に伴う使用料の調定に 行に努めることとした。

当たり、２回に分けて調定すべきと 履行確認後に支出負担行為を行ってい

ころを一括して行っていた。 たことについては、予算執行管理及び適

３ 契約事務において、事務用消耗品 正な会計事務処理についての認識が徹底

の購入に当たり、会計局長通知（平 されていなかったことによるものである。

成 22 年２月２日付け会指第 82 号） 今後は、このようなことがないよう、

に反し、３月に契約を締結している 予算執行管理を一層徹底するとともに、

ものがあった。 適正な会計事務処理に対する理解の向上

を図ることにより、適正な事務執行に努

めることとした。

２ 収入事務については、平成 21 年２月９

日付け教財第 288 号通知の周知が徹底さ

れていなかったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、

財務関係通知の周知及び複数の職員によ

る進行管理を徹底し、適正な事務執行に

努めることとした。

３ 契約事務については、平成 22 年２月２

日付け会計局長通知の周知及び進行管理

が不十分であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、

財務関係通知の周知徹底を図るとともに、

複数の職員による確認をより一層徹底し、

適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立菅高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 23 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

収入事務において、教育財産の目的 指導事項については、複数職員による相

外使用許可に伴う光熱水費立替収入の 互の確認が不十分であったため、日数の積

調定に当たり、神奈川県財務規則に定 算誤りを発見することができなかったこと

められた日（調定の日から 20 日以内） によるものである。

を超えて納付期限を設定しているもの 今後は、このようなことのないよう、複



があった。 数の職員による確認を徹底し、適正な事務

執行に努めていくこととした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立橋本高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月４日（平成 22 年５月 13 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、委託料に履行確 指導事項については、進行管理が不十分

認後３月を超えて支払っているものが であったことによるものである。

あった。 今後は、このようなことがないよう、複

数の職員による相互の進行管理を徹底する

ことにより、適正な事務執行に努めること

とした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立上溝南高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 10 日（平成 22 年５月 13 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、災害対策用ろ水 指導事項については、神奈川県財務規則

機保守点検委託料の支払に当たり、履 及び委託内容の理解が不十分であったこと

行確認前に支出していた。 によるものである。

今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図るととも

に、複数の職員による確認を徹底し、適正

な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立麻溝台高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 24 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）



３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、前渡金の戻入に 指導事項については、神奈川県財務規則

当たり、精算手続を行わずに戻入して の理解が不十分であったことによるもので

いたものが３件あった。 ある。

今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図ることに

より、適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立相模大野高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 18 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。

１ 収入事務において、現金領収から １ 収入事務については、進行管理が不十

５日を超えて金融機関に納付してい 分であったことによるものである。

たものがあった。 今後は、このようなことがないよう、

２ 支出事務において、中庭植栽地整 複数の職員による確認を徹底するととも

地・新植の執行に当たり、需用費で に、情報を共有することにより、適正な

執行すべきものを役務費で執行して 事務執行に努めることとした。

いた。 ２ 支出事務については、神奈川県財務規

則の理解が不十分であったことによるも

のである。

今後は、このようなことがないよう、

神奈川県財務規則の理解の向上を図ると

ともに、校内の確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努めることと

した。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立平塚湘風高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 29 日（平成 22 年５月 18 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表



平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、駐車場水銀灯ラ 指導事項については、神奈川県財務規則

ンプ修理工事の執行に当たり、支出科 の理解及び校内の確認体制が不十分であっ

目を需用費で執行しなければならない たことによるものである。

ところを工事請負費で執行していた。 今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図るととも

に、複数職員による確認を徹底することに

より、適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立鎌倉高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月５日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

収入事務において、次のとおり誤り 指導事項の収入事務については、次のと

があり、事務処理が著しく不適切であ おり措置した。

った。 １ 教育財産の目的外使用許可に係る使用

１ 教育財産の目的外使用許可に係る 料については、平成 21 年２月９日付け教

使用料の調定事務に、３月を超えて 財第 288 号通知の周知が徹底されていな

遅れているものがあった。 かったこと及び進行管理が不十分であっ

２ 領収した現金について、神奈川県 たことによるものである。

財務規則に定められた納付期限を過 今後は、このようなことがないよう、

ぎて保管していたものがあった。 財務関係通知の周知及び複数の職員によ

る進行管理を徹底することにより、適正

な事務執行に努めることとした。

２ 現金の納付の遅れについては、神奈川

県財務規則の理解及び進行管理が不十分

であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、

神奈川県財務規則の理解の向上を図ると

ともに、複数の職員による進行管理を徹

底し、適正な事務執行に努めることとし

た。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立七里ガ浜高等学校



２ 監査実施日

平成 22 年７月５日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。

１ 支出事務において、物品の購入に １ 支出事務については、神奈川県財務規

当たり、神奈川県財務規則に規定さ 則の理解及び確認体制が不十分であった

れた履行確認がないまま支払ってい ことによるものである。

るものがあった。 今後は、このようなことのないよう、

２ 契約事務において、産業廃棄物処 神奈川県財務規則の理解の向上を図ると

分委託の契約に当たり、契約の方法 ともに、確認体制を強化することにより、

及び契約書の作成等に不備があった。 適正な事務執行に努めることとした。

２ 契約事務については、財務関係法規の

理解及び確認体制が不十分であったこと

によるものである。

今後は、このようなことのないよう、

関係法規の理解の向上を図るとともに、

確認体制を強化することにより、適正な

事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立湘南高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 24 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

予算の執行において、備品の購入時 指導事項については、予算執行の進行管

期に不適切なものがあった。 理が不十分であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、予

算の執行計画を早期に立てることにより、

適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立湘南台高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 14 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）



３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、産業廃棄物の運 指導事項については、神奈川県財務規則

搬・処分業務委託の履行確認に当たり、 の理解及び職員相互の確認が不十分であっ

神奈川県財務規則に定める検査に関す たことによるものである。

る調書を作成していないものがあった。 今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図るととも

に、複数の職員による確認を徹底すること

により、適正な事務執行に努めることとし

た。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立小田原城北工業高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 23 日（平成 22 年５月 13 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、自動車借上げ代 指導事項の支出事務のうち支払遅延につ

及び心電図検診委託料に履行確認後３ いては、進行管理が不十分であったことに

月を超えて支払手続を行っているもの よるものである。また、請求書の請求年月

があった。また、請求書の請求年月日 日の修正については、請求書の適正な取扱

の修正を行っていた。 いに対する認識が不足していたことによる

ものである。

今後は、このようなことがないよう、複

数の職員による相互の進行管理を徹底する

とともに、財務関係法令等の理解の向上を

図り、請求書等の取扱いには十分な注意を

払うことにより、適正な事務執行に努める

ことにした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立茅ケ崎高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 11 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容



監査の結果 措置の内容

（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。

１ 支出事務において、備品の購入に １ 指導事項の支出事務については、確認

当たり、支出負担行為額を誤ったま 体制が不十分であったため、支出負担行

ま過少に支出し、その後に不足分を 為等の内容の誤りが発見できなかったこ

支出しているものがあった。 とによるものである。

２ 契約事務において、産業廃棄物の 今後は、このようなことがないよう、

運搬・処分業務委託の履行確認に当 複数の職員による相互の確認を徹底し、

たり、神奈川県財務規則に定める検 適正な事務執行に努めることとした。

査に関する調書を作成していないも ２ 契約事務については、神奈川県財務規

のがあった。 則の理解が不十分であったことによるも

のである。

今後はこのようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図ること

により、適正な事務執行に努めることと

した。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立鶴嶺高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月５日（平成 22 年５月 18 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

収入事務において、領収した現金に 指導事項については、進行管理が不十分

ついて、神奈川県財務規則に定められ であったことによるものである。

た納付期限を過ぎて納付していたもの 今後は、このようなことがないよう、複

があった。 数の職員による進行管理を徹底することに

より、適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立三浦臨海高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 23 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容



（指導事項）

予算の執行において、備品の購入時 指導事項については、職員間の連携及び

期に不適切なものがあった。 進行管理が不十分であったことによるもの

である。

今後は、このようなことがないよう、職

員相互間の連携を密にするとともに、複数

の職員による進行管理を徹底することによ

り、適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立厚木西高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月５日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、平成 22 年２月２ 指導事項については、平成 22 年２月２日

日付け会指第 82 号会計局長通知に反し 付け会指第 82 号会計局長通知の理解が不十

て、物品購入契約を締結しているもの 分であったことによるものである。

があった。 今後は、このようなことがないよう、関

係通知の周知徹底を図り、計画的に物品を

購入するよう徹底することにより、適正な

事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立大和南高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月７日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

収入事務において、県立学校体育施 指導事項については、複数の職員による

設開放に伴う電気代実費相当額の徴収 確認体制及び財務関係規定の理解が不十分

に当たり、督促状を発行していないな であったことによるものである。

ど事務処理が不適切なものがあった。 今後は、このようなことがないよう、複

数の職員による納付状況等の管理を徹底す

るとともに、財務関係規定に対する理解の

向上を図ることにより、適正な事務執行に



努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立大和西高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 17 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

次のとおり誤りがあり、事務処理が 指導事項については、次のとおり措置し

著しく不適切であった。 た。

１ 収入事務において、教育財産の目 １ 収入事務については、進行管理が不十

的外使用許可に伴う電気代立替収入 分であったことによるものである。

の調定事務に３月を超えて遅れてい 今後は、このようなことがないよう、

るものがあった。 複数の職員による進行管理を徹底するこ

２ 契約事務において、物品の購入に とにより、適正な事務執行に努めること

当たり、見積合せを実施すべきとこ とした。

ろ、一者からのみ見積書を徴して随 ２ 契約事務については、近接した期間内

意契約を締結しているものがあった。 に、合計５万円を超える同種の物品を分

割し、それぞれ一者随意契約により購入

したもので、契約における計画性が不十

分であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、

契約における計画的な執行を複数職員に

より確認することを徹底し、適正な事務

執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立海老名高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年７月 23 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、汚水処理施設維 指導事項の契約事務のうち汚水処理施設

持管理業務委託の執行に当たり、契約 維持管理業務委託については、仕様書にお

書の積算根拠が不明確であった。また、 いて支払条件等の契約内容を明示しなかっ

契約期間を誤って契約していた。 たことによるものである。また、契約期間

の誤りについては、所属内の確認体制が不



十分であったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、契

約に必要な事項を見積仕様書において明示

するとともに、複数の職員による確認を徹

底することにより、適正な事務執行に努め

ることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立座間総合高等学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 29 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、産業廃棄物の運 指導事項については、神奈川県財務規則

搬・処分業務委託の履行確認に当たり、 の理解及び職員相互の確認が不十分であっ

神奈川県財務規則に定める検査に関す たことによるものである。

る調書を作成していないものがあった。 今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上を図るととも

に、確認体制を強化することにより、適正

な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立相模原中等教育学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 29 日（平成 22 年５月 10 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

支出事務において、物品の購入に当 指導事項については、神奈川県財務規則

たり、需用費で購入すべき消耗品を備 の理解が不十分であったことによるもので

品購入費で執行していたものがあった。 ある。

今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上及び職員相互

の確認体制の強化を図ることにより、適正

な事務執行に努めることとした。



１ 監査実施箇所名

神奈川県立平塚盲学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 7 日（平成 22 年５月 11 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

契約事務において、リサイクル料等 指導事項については、神奈川県財務規則

を含んだ総額で５万円を超える冷蔵庫 の理解が不十分であったことによるもので

の購入契約に当たり、見積合せを省略 ある。

していた。 今後は、このようなことがないよう、神

奈川県財務規則の理解の向上に努めるとと

もに、職員相互の確認を徹底することによ

り、適正な事務執行に努めることとした。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立中原養護学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 23 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号

４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

予算の執行において、物品の購入に 指導事項については、適正な会計事務処

係る支出負担行為を納品後に行ってい 理についての認識が徹底されていなかった

るものがあった。 こと及び所属内での確認体制が不十分であ

ったことによるものである。

今後は、このようなことがないよう、適

正な会計事務の遂行を徹底するとともに、

複数の職員による確認体制を強化すること

により、適正な事務執行に努めることとし

た。

１ 監査実施箇所名

神奈川県立座間養護学校

２ 監査実施日

平成 22 年６月 29 日（平成 22 年５月 24 日職員調査）

３ 監査の結果に関する報告の公表

平成 22 年 11 月２日（神奈川県公報号外第 74 号）神奈川県監査委員公表第 17 号



４ 監査の結果及び講じた措置の内容

監査の結果 措置の内容

（指導事項）

庶務事務において、扶養手当１件の 指導事項については、給与関係規程の理

誤りがあり、他の手当への影響額を含 解が不十分であったことによるものであり、

め 24,640 円を過少に支給していた。 過少であった 24,640 円については、平成 22
年７月 16 日本人に支払った。

今後は、このようなことがないよう、関

係例規の理解の向上を図るとともに、確認

体制を強化し、適正な事務執行に努めるこ

ととした。


